
議案第３３号 

 

大口町税条例の一部改正について 

 

大口町税条例の一部を改正する条例を別紙のように定めるものとする。 

 

  令和４年３月３１日提出 

 

大 口 町 長  鈴 木 雅 博 

 

（提案理由） 

この案を提出するのは、地方税法が改正されたことに伴い、この条例の一部を改

正するため必要があるからである。 
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大口町税条例の一部を改正する条例 

 

大口町税条例（昭和３８年大口町条例第１５号）の一部を次のように改正する。 

附則第１２条第１項中「１００分の５」の次に「（商業地等に係る令和４年度分

の固定資産税にあっては、１００分の２．５）」を加える。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の大口町税条例の規定は、令和４年度以後の年度の固定

資産税について適用し、令和３年度分までの固定資産税については、なお従前の

例による。 

３ 令和２年４月１日から令和４年３月３１日までの間に取得された地方税法等の

一部を改正する法律（令和４年法律第 号）第１条の規定による改正前の地方税

法附則第１５条第２項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税につい

ては、なお従前の例による。 



大口町税条例の一部改正新旧対照表 

新 旧 

附 則 附 則 

（宅地等に対して課する令和３年度から令和

５年度までの各年度分の固定資産税の特例） 

（宅地等に対して課する令和３年度から令和

５年度までの各年度分の固定資産税の特例） 

第１２条 宅地等に係る令和３年度から令和５

年度までの各年度分の固定資産税の額は、当

該宅地等に係る当該年度分の固定資産税額

が、当該宅地等の当該年度分の固定資産税に

係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、

当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の

課税標準となるべき価格（当該宅地等が当該

年度分の固定資産税について法第３４９条の

３の２の規定の適用を受ける宅地等であると

きは、当該価格に同条に定める率を乗じて得

た額。以下この条において同じ。）に１００

分の５（商業地等に係る令和４年度分の固定

資産税にあっては、１００分の２．５）を乗

じて得た額を加算した額（令和３年度分の固

定資産税にあっては、前年度分の固定資産税

の課税標準額）（当該宅地等が当該年度分の

固定資産税について法第３４９条の３又は附

則第１５条から第１５条の３までの規定の適

用を受ける宅地等であるときは、当該額にこ

れらの規定に定める率を乗じて得た額）を当

該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課

税標準となるべき額とした場合における固定

資産税額（以下「宅地等調整固定資産税額」

という。）を超える場合には、当該宅地等調

整固定資産税額とする。 

第１２条 宅地等に係る令和３年度から令和５

年度までの各年度分の固定資産税の額は、当

該宅地等に係る当該年度分の固定資産税額

が、当該宅地等の当該年度分の固定資産税に

係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、

当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の

課税標準となるべき価格（当該宅地等が当該

年度分の固定資産税について法第３４９条の

３の２の規定の適用を受ける宅地等であると

きは、当該価格に同条に定める率を乗じて得

た額。以下この条において同じ。）に１００

分の５を乗じて得た額を加算した額（令和３

年度分の固定資産税にあっては、前年度分の

固定資産税の課税標準額）（当該宅地等が当

該年度分の固定資産税について法第３４９条

の３又は附則第１５条から第１５条の３まで

の規定の適用を受ける宅地等であるときは、

当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得

た額）を当該宅地等に係る当該年度分の固定

資産税の課税標準となるべき額とした場合に

おける固定資産税額（以下「宅地等調整固定

資産税額」という。）を超える場合には、当

該宅地等調整固定資産税額とする。 

２～５ 略 ２～５ 略 
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改 正 要 旨 

 

１ 改正の目的 

地方税法の一部改正に伴い、土地の固定資産税及び都市計画税の負担調整措置

の仕組みを継続しつつ、令和４年度に限り、商業地等の課税標準額の上昇幅を引

き下げることによる所要の整備を図る必要があるため改正するものです。 

 

２ 改正の概要（附則第１２条） 

景気回復に万全を期すため、令和４年度限りの措置として、商業地等（負担水

準が６０％未満の土地に限る。）の令和４年度の課税標準額を、令和３年度の課

税標準額に令和４年度の評価額の２．５％（現行５％）を加算した額とすること

とします。 

 

固定資産税及び都市計画税に係る令和４年度負担調整措置イメージ 

 

            〈令和３年度〉 

             前年度課税標準額に評価額の５％を加算 

 

 

 

            〈令和４年度〉 

             前年度課税標準額に評価額の２．５％を加算 

 

 

令和３年度     令和４年度 

 

商業地等とは、住宅用地以外の宅地及び雑種地です。 

該当筆数は３筆あります。 



３ 施行期日 

令和４年４月１日から施行します。 


